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こ
の
度
、
設
備
の
老
朽
化
に
伴
い
、
商
工 

会
館
の
空
調
設
備
の
改
修
工
事
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、
改
修

工
事
に
係
る
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す

の
で
、
入
札
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
折
込
み

の
説
明
会
参
加
申
込
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

国
税
庁
で
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態
宣

言
の
期
間
が
令
和
二
年
分
所
得
税
の
確
定

申
告
期
間
（
令
和
三
年
二
月
十
六
日
か
ら

三
月
十
五
日
）
と
重
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

十
分
な
申
告
期
間
を
確
保
し
て
確
定
申
告

会
場
の
混
雑
回
避
を
図
る
観
点
か
ら
、
申

告
所
得
税
、
贈
与
税
及
び
個
人
事
業
者
の

消
費
税
の
申
告
期
限
に
つ
い
て
所
得
税
・

消
費
税
の
確
定
申
告
・
納
付
期
限
に
つ
い

て
、
全
国
一
律
で
令
和
三
年
四
月
十
五
日

（
木
）
ま
で
延
長
と
な
り
ま
し
た
。 

所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、 

地
方
消
費
税
の
申
告
期
限 

令
和
三
年
四
月
十
五
日(

木)   

振
替
納
税
ご
利
用
の
口
座
振
替
日 

〈
所
得
税
の
振
替
日
〉 

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日(

月) 

〈
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
振
替
日
〉 

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日(

月)  

 

商
工
会
で
は
、
労
働
保
険
の
事
務
手
続 

き
の
委
託
代
行
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
対

象
事
業
所
で
未
手
続
き
の
方
は
、
商
工
会

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

商
工
会
に
「
労
働
保
険
」
の
事
務
委
託

を
さ
れ
て
い
る
会
員
事
業
所
に
お
か
れ
ま

し
て
は
、
前
年
度
保
険
料
の
確
定
精
算
と

次
年
度
概
算
保
険
料
算
定
の
た
め
の
「
年

度
更
新
」
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

労
働
保
険
の
保
険
料
計
算
は
、
毎
年
四

月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
一
年
間
に
従
業

員
に
支
払
っ
た
給
料
額
、
建
設
業
等
の
労

災
保
険
に
つ
い
て
は
同
期
間
に
完
了
し
た

元
請
工
事
金
額
に
基
づ
い
て
算
定
し
、
保

険
料
を
精
算
・
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

な
り
ま
す
。
今
月
末
が
年
度
末
と
な
り
ま

す
の
で
、
関
係
書
類(

従
業
員
給
料
の
賃
金

台
帳
や
工
事
の
請
負
契
約
書
等)

の
作
成
・

整
備
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、「
年
度
更
新
」
の
関
係
書
類
は
三 

月
末
商
工
会
か
ら
書
類
を
送
付
し
ま
す
。 

労
働
保
険
の
加
入
対
象
事
業
所
で
あ
り

な
が
ら
、
労
働
保
険
加
入
手
続
き
を
行
っ

て
い
な
い
事
業
所
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

労
働
保
険
は
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の

二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
総
称
し
て

労
働
保
険
と
い
い
ま
す
。 

従
業
員
（
雇
用
形
態
は
パ
ー
ト
も
ア
ル

バ
イ
ト
含
む
）
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
る

場
合
は
、
必
ず
労
働
保
険
（
労
災
保
険
）

へ
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
従
業
員
の
雇
用
条
件
が
、
①
継

続
し
て
三
十
一
日
以
上
、
②
週
二
十
時
間

以
上
、
の
場
合
は
対
象
従
業
員
の
雇
用
保

険
の
加
入
も
必
要
と
な
り
ま
す
。 

令
和
二
年
度
十
二
月
号
か
わ
ら
版
に
て
、 

新
潟
県
の
最
低
賃
金
に
つ
い
て
お
知
ら
せ 

し
ま
し
た
が
、
内
容
に
一
部
訂
正
が
あ
り 

ま
す
の
で
、
再
度
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

                    

 

 

令
和
三
年
度
（
令
和
三
年
四
月
一
日
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
雇
用

３月の 

花 
 

ボケ 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第249号 

小須戸 

商工会 

「
労
働
保
険
」
年
度
更
新
手
続
き
の 

ご
準
備
を
！ 

新
潟
県
の
最
低
賃
金
の
改
定 

令
和
二
年
分 

確
定
申
告
・
納
付
期
限
の
延
長 

従
業
員
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い
れ
ば 

「
労
働
保
険
」
の
加
入
は
必
須
で
す 

小
須
戸
商
工
会
館 

空
調
設
備
改
修

工
事
に
係
る
工
事
説
明
会
開
催 

産業別最低賃金 時間額 効力発生日 

新潟県最低賃金 

（新潟県内で働くすべての労

働者に適用されます） 

８３１円 令和 2年 10月 1日 

電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業 

９１０円 令和 2年 12月 30日 

各種商品小売業 ８４２円 令和元年 12月 31日 

自動車(新車)、自動車部分

品・附属品小売業 
９２０円 令和 2年 12月 18日 

 

変更時期 

令和３年 

３月分から 

（４月納付分） 

≪参考≫ 

令和３年 

２月分まで 

（３月納付分） 

介護保険第 2号被保険

者に該当しない場合 

（40歳未満、65歳以上

～74歳未満） 

９．５０％ 

（△０．０８％） 
９．５８％ 

介護保険第 2号被保険

者に該当する場合 

（40歳以上 65歳未満） 

１１．３０％ 

（△０．０７％） 
１１．３７％ 

 

厚
生
労
働
省
よ
り 

雇
用
保
険
料
率
の
変
更
の
お
知
ら
せ 
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保
険
料
率
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
度
か
ら

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

         

 

           

こ
の
補
助
金
は
小
規
模
事
業
者
等
が
、 

地
域
の
商
工
会
の
助
言
等
を
受
け
て
経
営 

計
画
書
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
に
沿
っ
て 

地
道
な
販
路
開
拓
等
に
取
り
組
む
費
用
の 

三
分
の
二
を
国
が
補
助
し
ま
す
。 

 

補
助
金
の
活
用
を
ご
検
討
の
方
は
、
早 

め
に
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

申
請
書
類
は
商
工
会
で
受
け
付
け
た
後
、 

地
方
事
務
局
（
新
潟
県
商
工
会
連
合
会
）
へ 

送
り
ま
す
。
書
類
に
不
備
が
あ
る
状
態
で 

は
申
請
を
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
準
備 

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。 

活
用
事
例 

①
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成 

②
新
機
能
の
付
い
た
機
械
の
購
入 

③
新
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
店
舗
改
装 

 
④
看
板
、
チ
ラ
シ
作
成
・
配
布 

⑤
生
産
性
向
上
の
た
め
の
機
械
の
購
入 

補
助
率
・
補
助
上
限
額 

 

三
分
の
二
（
上
限
五
〇
万
円
） 

※
「
新
潟
市
の
特
定
創
業
支
援
等
事
業
の

支
援
」
を
受
け
た
小
規
模
事
業
者
、
令
和

二
年
一
月
一
日
以
降
の
設
立
年
月
日
の

法
人
、
ま
た
は
税
務
署
の
開
業
届
に
記

載
の
開
業
日
が
令
和
二
年
一
月
一
日
以

降
で
あ
る
個
人
事
業
主
に
つ
い
て
も
、

補
助
上
限
額
が
一
〇
〇
万
円
に
引
き
上

が
り
ま
す
。 

公
募
締
切
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

第
五
回 

令
和
三
年
六
月
四
日
（
金
） 

※
商
工
会
受
付 

五
月
二
十
一
日
（
金
） 

第
六
回 

令
和
三
年
十
月
一
日
（
金
） 

※
商
工
会
受
付 

九
月
十
七
日
（
金
） 

第
七
回 

令
和
四
年
二
月
四
日
（
金
） 

※
商
工
会
受
付 

一
月
二
十
一
日
（
金
） 

公
募
要
領
・
申
請
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド 

・
「
新
潟
県
商
工
会
連
合
会 

持
続
化
補

助
金
」
で
検
索 

 

全
国
健
康
保
険
協
会
「
協
会
け
ん
ぽ
」
の

令
和
三
年
度
の
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率

が
確
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

                   

小
須
戸
地
域
で
業
種
を
問
わ
ず
、
商
品 

を
作
り
た
い
、
開
発
し
た
い
熱
意
あ
る
方

を
大
募
集
し
ま
す
。 

 

講
師
に
特
産
品
開
発
の
専
門
家
で
あ
る

椎
葉
彰
典
氏
を
お
招
き
し
ま
す
。
詳
細
は

折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響 

で
地
域
交
流
機
会
が
減
少
す
る
中
、
新
潟 

市
で
は
、
地
域
の
各
種
団
体
や
企
業
の
皆 

様
の
交
流
促
進
と
地
元
飲
食
店
の
支
援
を 

目
的
と
し
て
、「
地
域
で
弁
当
交
流
応
援 

事
業
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
本
事
業 

は
、
宗
教
・
政
治
活
動
を
目
的
と
す
る
も 

の
、
反
社
会
的
な
活
動
を
す
る
団
体
を
除 

く
、
団
体
や
企
業
で
あ
れ
ば
、
ご
利
用
い
た 

だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
個
人
や
冠
婚
葬
祭
の 

利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
詳
細
は
折
込
み
の 

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

〈
利
用
期
間
〉 

令
和
三
年
三
月
一
日
（
月
） 

～
六
月
三
十
日
（
水
） 

※
但
し
、
予
算
が
上
限
に
達
し
次
第
終
了
。 

〈
補
助
内
容
〉 

・
利
用
条
件 

単
価
（
税
抜
）
三
千
円
以
上

の
弁
当
を
十
個
以
上
購
入
す
る
場
合 

・
補
助
率 

一
個
あ
た
り
二
分
の
一 

（
上
限
二
千
円
）
円
未
満
切
り
捨
て 

「
協
会
け
ん
ぽ
」
令
和
三
年
度
の 

保
険
料
率
の
確
定
に
つ
い
て 

 

新
潟
市 

「
地
域
で
弁
当
交
流
応
援
事
業
」 

小
規
模
事
業
者
補
助
金
〈
一
般
型
〉 

令
和
三
年
度
公
募
予
定
公
表 

    負担者 

 

事業の種類 

①労働者負担 ②事業主負担 
①+② 

雇用保険料率 

一般の事業 ３／1,000 ６／1,000 ９／1,000 

農林水産・清

酒製造の事業 
４／1,000 ７／1,000 １１／1,000 

建設の事業 ４／1,000 ８／1,000 １２／1,000 

 

令和3年度の雇用保険料率 

売
れ
る
モ
ノ
・
コ
ト
を
つ
く
る
講
座 

～
地
域
一
体
で
つ
く
る
特
産
品
～ 

  

 

変更時期 

令和３年 

３月分から 

（４月納付分） 

≪参考≫ 

令和３年 

２月分まで 

（３月納付分） 

介護保険第 2号被保険

者に該当しない場合 

（40歳未満、65歳以上

～74歳未満） 

９．５０％ 

（△０．０８％） 
９．５８％ 

介護保険第 2号保険者

に該当する場合 

（40歳以上 65歳未満） 

１１．３０％ 

（△０．０７％） 
１１．３７％ 

 


